令和８年度　業務委託契約


立川市公契約条例に関するお知らせ

（網掛け部分は事業者の方が記入してください）

	契約件名
	

	履行期間
	令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　
この業務は、立川市が定める基準以上の労働報酬を適用労働者に支払うこと等が規定されています。


労働報酬下限額
この業務に従事する労働者は、立川市が定める１時間当たりの賃金（労働報酬下限額）以上の労働報酬を受け取ることができます。

【令和８年度】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工事又は製造以外の請負契約、業務委託契約及び指定管理協定
	労働報酬下限額
	[bookmark: _Hlk231310253]１時間当たり　１，３２０円










この条例が適用される特定労働者等の範囲
〇公契約条例の規定が適用される特定労働者等の範囲の例
・受注者又は受注関係者に雇用され、適用契約等に係る業務に従事する者
・労働者派遣法の規定により適用契約等に係る業務に派遣される者
・自らが提供する役務の対価を得るため、受注者又は受注関係者との請負の契約により適用契約等に係る業務に従事する者（いわゆる一人親方）

＊ 特定労働者等は、受注者に雇用される者だけでなく下請負者、再委託業者に雇用される者を含みます。

〇公契約条例の規定が適用されない者の例
・同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人
・労働者ではない者（ボランティア、会社役員等）
・最低賃金法第７条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者
（ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限ります。）
・適用契約等に係る業務に直接従事しない者（事務員、材料の製造に従事する者等）
・適用契約等に従事した時間が１か月あたり３０分未満の者

	対象賃金
	基本給・諸手当（技能手当など）

	対象外賃金
	残業代・ボーナス・通勤手当など














特定労働者等が申出をする場合の連絡先
特定公契約に従事する特定労働者等は、支払われるべき労働報酬が支払われていない場合又は支払われた当該労働報酬が市の定めた労働報酬下限額を下回る場合、市長又は特定受注者若しくは特定受注関係者に申し出ることができます。

	申出先
	申出書提出先
	連絡先

	特定
受注者
	委託事業者
（元請事業者）
	
	

	特定受注関係者
	中小受託事業者
（下請事業者）
	あなたが雇われている会社
	あなたが雇われている会社の連絡先

	
	
	（あなたが下請事業者の場合）

	立川市
	行政管理部
品質管理課
	190-8666
立川市泉町1156-9

	042-523-0599




不利益取扱いの禁止
「特定受注者及び特定受注関係者は、特定公契約に従事する特定労働者等からの申出に対し、誠実に対応するとともに当該申出を理由として、解雇、請負契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない」ことが規定されています。


特定受注者の連帯責任
「特定受注者は、特定受注関係者が特定労働者等に対して労働報酬を支払わないとき又は支払った労働報酬の額が労働報酬下限額を下回るときは、特定労働者等に対し、特定受注関係者と連帯して、当該労働報酬に相当する額又はその差額に相当する額を支払わなければならない」ことが規定されています。


詳しくは立川市ホームページで確認することができます。
[image: ]立川市ホームページ
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